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地域優良賃貸住宅整備事業対象要綱 

 
平成19年３月28日 
国住備第161号 
住 宅 局 長 通 知 

 
最終改正：令和８年４月７日 

国 住 備 第 776 号 
 

（通則）  

第１条 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年３月 26 日付け国官会第 2317 号）に

規定する地域優良賃貸住宅整備事業の対象等に関しては、特定優良賃貸住宅の供給の促

進に関する法律（平成５年法律第 52 号。以下「特優賃法」という。）及び高齢者の居住の

安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26号。以下「高齢者住まい法」という。）、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179 号）並びに関係法令

及び関係通知によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 
（用語の定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 地域優良賃貸住宅 次に掲げる賃貸住宅をいう。 
イ  地域優良賃貸住宅（民間建設） 

地域優良賃貸住宅制度要綱（平成 19年３月 28 日付け国住備第 160 号。以下「地優

賃要綱」という。）第２条第７号イに規定するもの。 
ロ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第７号ロに規定するもの。 
ハ  地域優良賃貸住宅（公社建設） 

地優賃要綱第２条第８号イに規定するもの。 
ニ  地域優良賃貸住宅（公社改良） 

地優賃要綱第２条第８号ロに規定するもの。 
ホ 地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第８号ハに規定するもの。 
ヘ  地域優良賃貸住宅（公社転用） 

地優賃要綱第２条第８号ニに規定するもの。 
ト  地域優良賃貸住宅（公共建設） 

地優賃要綱第２条第９号イに規定するもの。 
チ 地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良） 

地優賃要綱第２条第９号ロに規定するもの。 
リ 地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良） 

別紙 
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地優賃要綱第２条第９号ハに規定するもの。 
ヌ  地域優良賃貸住宅（公共買取） 

地優賃要綱第２条第９号ニ又はヘに規定するもの。 
ル  地域優良賃貸住宅（公共借上） 

地優賃要綱第２条第９号ホ又はトに規定するもの。 
ヲ  地域優良賃貸住宅（子育て支援タイプ） 

地優賃要綱第２条第 11号に規定するもの。 
二 地域優良賃貸住宅活用予定住宅 地方住宅供給公社が管理する住宅で、地域優良賃

貸住宅として活用する予定の住宅をいう。 
三 地域優良賃貸住宅整備事業 次に掲げる事業をいう。 
イ 地方公共団体が以下のいずれかの者に対し、建設、買取り又は改良に要する費用を

補助する事業 
⑴ 地域優良賃貸住宅（民間建設）又は地域優良賃貸住宅（公社建設）の建設を行う

者 
⑵ 地域優良賃貸住宅（公社改良）の改良を行う者 
⑶ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買取・

借上後改良）の買取り若しくは改良を行う者 
⑷ 地域優良賃貸住宅（公共買取）の建設又は買取りを行った後、一定期間維持又は

管理する民間事業者（住宅の建設又は買取りを行い、一定期間維持又は管理した後

に、地方公共団体が当該住宅の所有権を取得する方式による場合に限る。） 
⑸ 地域優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良を行う地方住宅供給公社 

ロ 地方公共団体が実施する以下のいずれかの事業 

地域優良賃貸住宅（公共建設）の建設、地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）の

改良又は地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公共買取）

若しくは地域優良賃貸住宅（公共借上）の買取り若しくは改良を行う事業 

四  公社等 次のいずれかに該当する者をいう。 
イ  地方住宅供給公社 
ロ  農住組合 
ハ  日本勤労者住宅協会 
ニ  地方公共団体（その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出

資され、又は拠出されている法人を含む。）の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の

建設及び管理を行うことを目的とするもの 
ホ 社会福祉法人及び医療法人（サービス付き高齢者向け住宅を供給する場合に限

る。） 
五 農業協同組合等 農業協同組合又は農業協同組合連合会で農業協同組合法（昭和 22
年法律第 132 号）第 10 条第５項に規定する事業を行うもの 
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六 34 条法人 民法（明治 29年法律第 89 号）第 34 条の規定により設立された法人で賃

貸住宅の管理を行うことを目的とするもの 

七 供給計画 地優賃要綱第３条第１項に規定する供給計画をいう。 

八  管理期間  供給計画に記載された地域優良賃貸住宅の管理の期間をいう。 

九  共同施設 公営住宅法施行規則（昭和 26 年建設省令第 19 号）第２条に規定する共

同施設その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。 

十 加齢対応構造等 次のイからトまでに掲げる構造及び設備とする。 
イ 段差のない床 
ロ 便所、浴室及び階段の手すり 
ハ 介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入口 
ニ 介助を考慮した広さの便所で腰掛便座が設けられたもの 
ホ 介助を考慮した広さの浴室 
ヘ エレベーター 
ト 非常通報装置 

十一 認定事業者等 地優賃要綱第３条第１項の規定に基づき、供給計画の認定を受け

て地域優良賃貸住宅の整備及び管理を行う者（予定者を含む。）をいう。 
十二 標準主体附帯工事費 標準主体附帯工事費は、次のイ又はロに掲げる住宅の種類

に応じて、それぞれに掲げる額とする。 
イ 地域優良賃貸住宅（サービス付き高齢者向け住宅を除く。） 次の⑴及び⑵により

算出した額 

⑴  標準主体附帯工事費 

標準主体附帯工事費は、住宅の戸数に、令和８年度における住宅局所管事業に係

る標準建設費等について（令和８年４月７日付け国住備第 768 号、国住整第 201 号、

国住市第 177 号国土交通事務次官通知。以下「標準建設費等共同通知」という。）

別表第１（以下「別表第１」という。）その２に掲げる１戸あたりの主体附帯工事

費を乗じて得た額の合計額に標準建設費等共同通知別表第２（以下「別表第２」と

いう。）の「加算額」欄に定める額（同表「対象要件」欄に掲げる場合に該当する

場合に限る。）を加算した額とする。ただし、当該事業が複数年度にわたる場合で、

事業実施当初年度の翌年度以降に実施する事業についての標準建設費等について

は、事業実施当初年度の標準建設費等とすることができるものとする。 

⑵ 標準主体附帯工事費の特例 

(一) １戸当たり平均床面積が１戸当たり標準床面積未満の場合 

住宅の構造別ごとの１戸当たり平均床面積が別表第１その２に掲げる１戸当

たり標準床面積未満の場合（量産住宅で、１戸当たり平均床面積と１戸当たり標

準床面積との差が１戸当たり標準床面積の１パーセント以内の場合を除く。）の

標準主体附帯工事費は、同表に掲げる１戸当たり主体附帯工事費に、その１戸当
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たり平均床面積に 44 ㎡を加えたものを１戸当たり標準床面積に 44 ㎡を加えた

もので除した数値を乗じて得た額を１戸当たり主体附帯工事費として、イの規

定を適用するものとする。ただし、当該事業主体が建設又は買取りをする他の構

造の住宅で、１戸当たり平均床面積が１戸当たり標準床面積を超えるものがあ

る場合においては、次の算式により算出することができるものとする。 

 
ただし、Ｄ＞ΣＣi･Ａi のときはΣＣi･Ａi とする。 

Ｄ ：主体附帯工事費 
Ｂi ：別表第１に掲げる１戸当たり標準床面積に 44 ㎡を加えたもの 
Ｂi'：構造別ごとの１戸当たり平均床面積に 44 ㎡を加えたもの 
Ｃi ：別表第１に掲げる１戸当たり主体附帯工事費 
Ａi ：構造別ごとの住宅の戸数 
（i は、構造別を示す添字である。） 

(二) 団地等が２以上の地区にまたがる場合 
団地が別表第１その１に掲げる２以上の地区にまたがり、かつ、相当の面積が

１戸当たり主体附帯工事費の高い地区に属する場合においては、その団地の全

域が１戸当たり主体附帯工事費の高い地区に属するものとみなして、⑴の規定

を適用するものとする。 
(三) 北海道において燃料庫を設ける場合 

北海道において各戸に燃料庫を設ける場合においては、別表第１その２に掲

げる構造別及び地区別ごとの１戸当たり主体附帯工事費に 486,000 円（燃料庫

の床面積が 3.3 ㎡未満のときは、486,000 円に当該燃料庫の床面積を 3.3 ㎡で除

した数値を乗じて得た額）を加えた額を１戸当たり主体附帯工事費として、⑴の

規定を適用するものとする。 

この場合において、燃料庫の床面積を控除した別表第１に掲げる構造別ごと

の１戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別及び地区別ごとの１戸当たり標

準床面積未満のときは燃料庫の床面積から当該１戸当たり平均床面積と１戸当

たり標準床面積との差を控除するものとする。 

ロ 地域優良賃貸住宅のうちサービス付き高齢者向け住宅 次の⑴及び⑵により算出

した額 

⑴ 標準主体附帯工事費 

標準主体附帯工事費は、住宅の戸数に、次の式により算出した１戸あたりの主体

附帯工事費を乗じて得た額の合計額に別表第２の「加算額」欄に定める額（同表「対

象要件」欄に掲げる場合に該当する場合に限る。）を加算した額とする。ただし、

当該事業が複数年度にわたる場合で、事業実施当初年度の翌年度以降に実施する

AiCi
Bi

Bi'
D
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事業についての標準建設費等については、事業実施当初年度の標準建設費等とす

ることができるものとする。 
（１戸あたりの主体附帯工事費） 

 ＝（別表第１その３に掲げる主体附帯工事基本額）＋（別表第１その３に掲げ

る主体附帯工事費面積係数）×（１戸当たり平均面積） 

ただし、１戸当たり平均床面積が別表第１その１に定める１戸当たり標準床面

積（以下「公営住宅等の１戸当たり標準床面積」という。）を超える場合において

は、当該標準床面積を１戸当たり平均床面積とする。また、緊急通報システムの整

備に要する費用及び高齢者又は障害者のために行う特別の設計又は特別の設備の

設置に要する費用については、別表第１その３に掲げる主体附帯工事基本額にそ

れぞれ別表第２（５）①の「加算額」欄に定める額以内又は同表（７）の「加算額」

欄に定める額以内で必要な額を加算することができる。 

⑵ 標準主体附帯工事費の特例 

(一) １戸当たり平均床面積が公営住宅等の１戸当たり標準床面積を超えるものが

ある場合 

当該事業主体の建設する他の構造のサービス付き高齢者向け住宅等で、１戸

当たり平均床面積が公営住宅等の１戸当たり標準床面積を超えるものがある場

合においては、主体附帯工事費は、次の算式により算出することができるものと

する。 
   Ｄ＝Σ（Ｂi＋Ｐi×Ｓi）・Ａi 
ただし、Ｄ＞ΣＣi･Ａi のときはΣＣi･Ａi とする。 
Ｄ ：主体附帯工事費 
Ｂi ：構造別ごとの主体附帯工事基本額 
Ｐi ：構造別ごとの主体附帯工事費面積係数 
Ｓi ：構造別ごとの１戸当たり平均床面積 
Ａi ：構造別ごとのサービス付き高齢者向け住宅の戸数 
Ｃi ：構造ごとの公営住宅の１戸当たり標準床面積 
（i は、構造別を示す添字である。） 

(二) 団地等が２以上の地区にまたがる場合 
イ⑵(二)に準じて適用する。 

(三) 北海道において燃料庫を設ける場合 
イ⑵(三)に準じて適用する。 

十三  社会福祉施設等 次に掲げる施設をいう。 
イ 社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号）、生活保護法（昭和 25年法律第 144 号）、児

童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法

律第 129 号）、老人福祉法（昭和 38年法律第 133 号）、身体障害者福祉法（昭和 24年
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法律第 283 号）、知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）、母子保健法（昭和 40

年法律第 141 号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80号）又は

介護保険法（平成９年法律第 123 号）に定める施設又は事業の用に供する施設 

ロ 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に定める専修学校又は各種学校で、社会福祉

施設に関係している施設 

ハ 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（平成元年法

律第 64 号）に定める特定民間施設 

ニ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号)に定める医療提供施設 

十四 高齢者居住安定確保計画策定事業 

地方公共団体が高齢者の居住の安定の確保に関する計画（地優賃要綱第２条第二十

九号に規定する高齢者の居住の安定の確保に関する計画をいう。以下「高齢者居住安定

確保計画」という。）を策定する事業をいう。 
十五 サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者住まい法第５条第１項に規定する住宅をいう。 
十六 周辺環境整備事業 

防犯設備、事故防止のための設備その他子育て環境の防犯性又は安全性の向上のた

めの環境整備を行う事業をいう。 
 

（対象） 

第３条 地域優良賃貸住宅整備事業の対象は、次の表の（イ）欄に掲げる事業主体が整備す

る（ロ）欄に掲げる住宅の区分に応じ、当該欄に掲げる費用とする。 
（イ） （ロ） 
民間事業

者等 
地域優良賃貸住宅（民間建設） 
 住宅の建設に要する費用 
地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良） 
 買取等を行った上で改良を行う場合 
  次のイ及びロに係る費用を合計した額 

イ 住宅の買取りに要する費用 

ロ 既存の住宅等の改良に要する費用（ただし、用途の変更のない場合

は次の⑴、⑵又は⑶に係る費用を合計した額を限度とする。） 

⑴ 共同施設等整備 

⑵ 加齢対応構造等整備 

⑶ 調査設計計画（注１） 

 借上等を行った上で改良を行う場合 
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 既存の住宅等の改良に要する費用（ただし、用途の変更のない場合は次の

イ、ロ及びハに係る費用を合計した額を限度とする。） 
イ  共同施設等整備 
ロ 加齢対応構造等整備 
ハ 調査設計計画（注１） 

地域優良賃貸住宅（公共買取） 
 住宅の建設又は買取りに要する費用（住宅の建設又は買取りを行い、一定期

間維持又は管理した後に、地方公共団体が当該住宅の所有権を取得する方

式による場合に限る。） 
周辺環境整備事業 
 周辺環境整備に要する費用 

公社等 
 

地域優良賃貸住宅（公社建設） 
 住宅の建設に要する費用（注２） 
地域優良賃貸住宅（公社改良） 
 既存の住宅等の改良に要する費用（ただし、用途の変更のない場合は次の

イ、ロ及びハに係る費用を合計した額を限度とする。） 
イ  共同施設等整備 
ロ 加齢対応構造等整備 
ハ 調査設計計画（注１） 

地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良） 
 買取等を行った上で改良を行う場合 
  次のイ及びロに係る費用を合計した額 

イ 住宅の買取りに要する費用 
ロ 既存の住宅等の改良に要する費用（ただし、用途の変更のない場合

は次の⑴、⑵又は⑶に係る費用を合計した額を限度とする。）（注２） 
⑴ 共同施設等整備 
⑵ 加齢対応構造等整備 
⑶ 調査設計計画（注１） 

 借上等を行った上で改良を行う場合 
 既存の住宅等の改良に要する費用（ただし、用途の変更のない場合は次の

イ、ロ及びハに係る費用を合計した額を限度とする。） 
イ  共同施設等整備 
ロ 加齢対応構造等整備 
ハ 調査設計計画（注１） 

地域優良賃貸住宅活用予定住宅 
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 当該住宅を含む住棟の改良（ただし、特定改良工事に係る費用を限度とす

る。）に要する費用 
周辺環境整備事業 
 周辺環境整備に要する費用 

公共団体 地域優良賃貸住宅（公共建設） 
 住宅の建設に要する費用（注２） 
地域優良賃貸住宅（公共買取） 
 住宅の買取りに要する費用（注２） 
地域優良賃貸住宅（公共借上） 
 既存の住宅等の改良に要する費用 
地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良） 
 買取等を行った上で改良を行う場合 
  ⑴ 住宅等の買取りに要する費用（注２） 

⑵ 既存の住宅等の改良に要する費用 
 借上等を行った上で改良を行う場合 

既存の住宅等の改良に要する費用（但し、用途の変更のない場合は次のイ、

ロ又はハにかかる費用を合計した額を限度とする。） 
イ  共同施設等整備 
ロ 加齢対応構造等整備 
ハ 調査設計計画（注１） 

地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良） 
 既存の住宅等の改良に要する費用（但し、用途の変更のない場合は次のイ、

ロ又はハにかかる費用を合計した額を限度とする。） 
イ  共同施設等整備 
ロ 加齢対応構造等整備 
ハ 調査設計計画（注１） 

周辺環境整備事業 
 周辺環境整備に要する費用 

（注１）高齢者等生活支援施設を併設するものに限る。 
（注２）管理期間が 20年以上の住宅に係るものに限る。 

 

２ 前項表中１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）が 125

㎡を超える地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公社改良）、

地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）、地

域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公共買取）又は地域優良

賃貸住宅（公共借上）を買取り又は改良する場合にあっては、面積按分により、125 ㎡に
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相当する部分に係る費用を対象とする。 

３  地域優良賃貸住宅の管理者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

イ 地方公共団体 

ロ 公社等 

ハ 農業協同組合等 

ニ 34 条法人 

ホ 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人で、原則として宅地建物取引業法（昭和 27

年法律第 176 号）第３条第１項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、賃貸

住宅の管理経験、経営の内容、賃貸住宅の管理業務に関する体制等について都道府県知

事（市の区域内にあっては、当該市の長。）が定める基準に該当するもの 
４ 既存の住宅等の改良による地域優良賃貸住宅にあっては、耐力、耐火性能、耐用年数等

を勘案して、整備後概ね 20 年間、使用が可能なものでなければならない。 

５ 高齢者居住安定確保計画策定事業の対象は、高齢者居住安定確保計画策定事業に要す

る費用とする。 
６ 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、原則として本事業の国庫補助対象外

とする。 
一 土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成 12 年法律第 57 号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域を

いう。以下同じ。）、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律（昭和 44 年法律第 57 号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域をいう。

以下同じ。）又は地すべり防止区域（地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30 号）第３

条第１項に規定する地すべり防止区域をいう。以下同じ。）において地域優良賃貸住宅

を建設する場合（従前の土地で既存住宅の建替えを行う場合を含む。） 
二 立地適正化計画（都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22号）第 81条第１項に規

定する立地適正化計画をいう。）に基づく居住誘導区域（同法第 81 条第２項第二号に

規定する居住誘導区域をいう。）外、かつ、災害危険区域（建築基準法（昭和 25年法律

第 201 号）第 39条第１項の規定に基づく災害危険区域をいう。以下同じ。）、土砂災害

特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域（特定都

市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77号）第 56条第１項に規定する浸水被害防

止区域をいう。）内で建設されるもののうち、３戸以上の開発又は１戸若しくは２戸で

規模 1,000 ㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法第 88条第５項の規定に基づ

く公表に係る地域優良賃貸住宅を建設する場合（従前の土地で既存住宅の建替えを行

う場合を含む。） 

三 市街化調整区域（都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条第１項に規定する市

街化調整区域をいう。以下同じ。）のうち、土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項に規定する土砂災害警戒区
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域をいう。以下同じ。）又は浸水想定区域（水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 

条第１項若しくは第２項に規定する洪水浸水想定区域又は同法第 14 条の３第１項に

規定する高潮浸水想定区域における浸水想定高さ３ｍ以上の区域に限る。以下同じ。）

に該当する区域において地域優良賃貸住宅を建設する場合（従前の土地で既存住宅の

建替えを行う場合を含む。） 

四 市街化調整区域以外の区域のうち、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域かつ、災害危

険区域に該当する区域において地域優良賃貸住宅を建設する場合（従前の土地で既存

住宅の建替えを行う場合を含む。） 

 
（住宅の建設又は買取りに係る対象額） 

第４条 第３条第１項表中における住宅の建設又は住宅の買取りに係る対象額は、次に掲

げる費用（買取りの場合にあっては次に掲げる費用相当分）を合計した額（以下「住宅の

建設等に係る費用」という。）のうち、地域優良賃貸住宅（民間建設）又は地域優良賃貸

住宅（民間買取・借上後改良）にあっては、地方公共団体が民間事業者等に対し補助する

額（住宅の建設等に係る費用の６分の１（当該住宅の階数が１又は２の場合にあっては９

分の１、当該住宅がサービス付き高齢者向け住宅である場合にあっては階数にかかわら

ず５分の１）に相当する額を限度とする。ただし、当該住宅がサービス付き高齢者向け住

宅である場合、当該額が 120 万円を超える場合にあっては、120 万円を限度とする。）と

し、地域優良賃貸住宅（公社建設）又は地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）にあ

っては地方公共団体が公社等に対し補助する額（住宅の建設等に係る費用の３分の１に

相当する額を限度とする。）とし、地域優良賃貸住宅（公共建設）、地域優良賃貸住宅（公

共買取）又は地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）にあっては、住宅の建設等に係

る費用の額とする。ただし、地域優良賃貸住宅（公共建設）のうち、地方公共団体が借地

して賃貸住宅を建設し、一定期間（建築基準法第２条第９号の２イに掲げる基準に該当す

る住宅（以下「耐火構造の住宅」という。）にあっては 25 年以上、同条第９号の３イ又は

ロに該当する住宅（以下「準耐火構造の住宅」という。）にあっては 20 年以上とする。）

経過後に土地の返還とあわせて、当該賃貸住宅を土地所有者に譲渡する方式によるもの

にあっては、住宅の建設等に係る費用に、建設する住宅の構造及び借地権の存続期間（以

下「借地期間」という。）に応じ、それぞれ次表に掲げる数値を乗じて得た額とする。 
住宅の構造 耐火構造の住宅 準耐火構造の住

宅 

借地期間（年）  25～50  50以上  20～30  30以上 

住宅の建設等に係る費

用に乗じる数値 

４ 分 の

３ 

10 分の

10 

４ 分 の

３ 

10 分の

10 

 

一 主体附帯工事費 



11 
 

主体工事及び屋外附帯工事に要する費用（ただし、主体附帯工事費が、標準主体附帯

工事費を超える場合にあっては、当該標準主体附帯工事費を主体附帯工事費とする。） 

二 特定工事費 

測量試験等（工事の実施のため必要な測量、試験、調査及び設計をいう。以下同じ。）

に要する費用 

三 共同施設工事費（ただし、駐車場の整備に要する費用を除く。） 

四 調査設計計画に係る費用 
次のイ、ロ及びハに掲げる費用を合計した額とする。 

 イ 事業計画作成費 
⑴ 現況測量、現況調査、権利調査及び調整に要する費用 

⑵ 基本設計費 

⑶ 敷地設計費 

⑷ 公共施設設計費 

⑸ 資金計画作成費 

⑹ 環境アセスメント費 

⑺ ＰＦＩ事業選定費 

 ロ 地盤調査費 
 ハ 建築設計費 

２ 店舗等を併存させる地域優良賃貸住宅の対象となる工事費は、次の各号に掲げる額を

合計した額とする。 
一 地域優良賃貸住宅の部分と併存部分とに明らかに区別できる工事費のうち、地域優

良賃貸住宅の部分の工事費 
二 地域優良賃貸住宅の部分と併存部分とに明らかに区別できない工事（共用通行部分、

共同施設、特殊基礎等を含む。）のうち次の算式により算出した工事費 

Tb = T × DD + S 
 

ただし、 Tb：地域優良賃貸住宅の部分の工事費 
 T：地域優良賃貸住宅の部分と地域優良賃貸住宅の部分の水平投影下の併存部

分の工事費のうち、両部分に明らかに区別できない工事費 
 D：地域優良賃貸住宅の部分の延べ面積 
 S：地域優良賃貸住宅の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積 

 
（既存の住宅等の改良（用途の変更を伴う場合）に係る対象額） 

第５条 第３条第１項表中既存の住宅等の改良に係る対象額は、用途の変更を伴う場合に

あっては、住宅等の改良に係る費用（以下、この条において「住宅等の改良に係る費用」
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という。）のうち、地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公社

改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）にあっては、地方公共団体が認定

事業者等に対し補助する額（住宅等の改良に係る費用の３分の２に相当する額を限度と

する。）とし、地域優良賃貸住宅（公共借上）、地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）

又は地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）にあっては、既存の住宅等の改良に係る費用

の額とする。 

２ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公社改良）、地域優良

賃貸住宅（公社買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公共借上）、地域優良賃貸住宅（公

共買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）にあっては、住宅等の

改良に係る費用が、標準主体附帯工事費（当該地域優良賃貸住宅の推定再建築費が当該標

準主体附帯工事費を下回る場合にあっては、当該推定再建築費）に 100 分の 20（３階以

上の建築物に係る改良で共用通行部分整備を行うものにあっては 100 分の 30）を乗じて

得た額を超える場合にあっては、当該額（ただし、１戸の床面積の合計（共同住宅におい

ては、共用部分の床面積を除く。）が 125 ㎡を超える場合にあっては、当該差額のうち、

面積按分により、125 ㎡に相当する部分に係る額）を改良に係る費用とする。 

３ 地域優良賃貸住宅（子育て支援タイプ）への改良にあっては、次の各号に掲げる工事の

いずれか一以上の工事を行うものとする。 

一 省エネルギー性能の向上 
二 バリアフリー化 
三 防犯性能の向上（侵入防止性能の高い建具、セキュリティシステムの設置等） 
四 安全性能の向上（事故防止に配慮した構造への変更等） 
五 耐震性の向上 
六 防音性・遮音性の強化 
七 間取りの変更 
八 設備の改善・更新等 

４ 地域優良賃貸住宅（子育て支援タイプ）への改良を行う場合において、前項第五号の工

事を行う場合にあっては、住宅等の改良に係る対象額は、第２項の規定にかかわらず、第

１項から第３項までの規定に基づき算定される額に、戸建住宅にあっては 48,700 円／㎡

（密集市街地内の延焼の危険性の高い建物で防火改修工事を併せて行う戸建住宅につい

ては 73,100 円／㎡）、共同住宅にあっては 72,000 円／㎡を加えた額とすることができる。 

 

（既存の住宅等の改良（用途の変更を伴わない場合）に係る対象額） 

第６条 第３条第１項表中既存の住宅等の改良に係る対象額は、用途の変更を伴わない場

合にあっては、次の各号に掲げる費用を合計した額（以下、この条において「住宅等の改

良に係る費用」という。）のうち、地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良

賃貸住宅（公社改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）にあっては、地方
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公共団体が認定事業者等に対し補助する額（住宅等の改良に係る費用の３分の２に相当

する額を限度とする。）とし、地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）（借上等を行っ

た上で改良を行う場合に限る。）又は地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）にあっては、

住宅等の改良に係る費用の額とする。 
一 共同施設等整備に係る費用 次のイからニまでの規定に基づき算定する。 
イ 共同施設等整備に係る費用は、共同施設の整備に係る費用及び住宅共用部分の整

備に係る費用の合計の額とする。 
ロ イの住宅共用部分の整備に係る費用は、標準主体附帯工事費（建設又は改良に要す

る費用が、当該標準主体附帯工事費を下回る場合にあっては、当該整備に要する費用。

以下同じ。）に、低層住宅（地上階数２以下のものをいう。以下同じ。）、中層住宅（地

上階数３以上５以下のものをいう。以下同じ。）及び高層住宅（地上階数６以上のも

のをいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ次表に掲げる数値を乗じて得た額と

社会福祉施設等との一体的整備費との合計額とする。 
区 分 標準主体附帯工事費に乗じる数値 

低層住宅 100 分の 10 

中層住宅 100 分の 20 

（ただし、階段室型住棟のものにあっては 100 分

の 15） 

高層住宅 100 分の 20 

 
ハ 地域優良賃貸住宅で住戸の平均床面積が 65㎡以上のもの（階数が３以上の耐火建

築物等で延べ面積の大部分を住宅の用に供する場合に限る。）にあっては、イ及びロ

の規定にかかわらず、原則として、標準主体附帯工事費に、中層住宅、高層住宅（地

上階数６以上 13 以下）、高層住宅（地上階数 14以上 19以下）及び高層住宅（地上階

数 20以上）の区分に応じ、それぞれ次表に掲げる数値を乗じて得た額と社会福祉施

設等との一体的整備費、防災性能強化工事費、立体的遊歩道及び人工地盤施設の整備

費、避雷設備の設置費、電波障害防除設備の設置費及び供給処理施設の整備費に係る

費用（以下、社会福祉施設等との一体的整備等という。）との合計額を共同施設等整

備に係る費用とする。ただし、当該地域優良賃貸住宅が高層住宅（地上階数 20以上

のものに限る。）である場合、公益的施設や商業・業務施設等との合築を行う場合等

によりこの方法により難い場合は個別積算により積算することができる。 

区 分 標準主体附帯工事費等に乗じる数値 

中層住宅 100 分の 15 

（ただし、階段室型住棟のものにあっては 100 分の 10） 

高層住宅（６～13階） 100 分の 18 

高層住宅（14～19 階） 100 分の 21 
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高層住宅（20階～） 100 分の 26 

 
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、高齢者等生活支援施設の整備に係る費用及び社

会福祉施設等との一体的整備費以外の共同施設等整備に係る費用が、標準主体附帯

工事費に、低層住宅、中層住宅及び高層住宅の区分に応じ、それぞれ次表に掲げる数

値を乗じて得た額（以下「標準共同施設等整備費」という。）を超える場合にあって

は、当該標準共同施設等整備費並びに高齢者等生活支援施設の整備に係る費用及び

社会福祉施設等との一体的整備費を合計した額を共同施設等整備に係る費用とする。 
区 分 標準主体附帯工事費に乗じる数値 

低層住宅 100 分の 20 

中層住宅 100 分の 30 

（ただし、階段室型住棟のものにあっては 100 分

の 25） 

高層住宅 100 分の 30 

 
二 加齢対応構造等整備に係る費用 次のイ、ロ及びハの規定に基づき算定する。 

イ  加齢対応構造等整備に係る費用のうち、共用通行部分整備費に係る費用について

は、エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール（ただし、個別の住宅に専用

的又は閉鎖的に使用されるものを除く。）の整備に要する費用で次の工事費算定式に

より算定した工事費とする。 
工事費算定式 

Q = C × S3S2 + E 
 

Q：エレベーターの設置に要する費用 
C：住宅を含む建築物全体の建築主体工事費（全体の建築工事費から屋内設備

工事費及び屋外附帯工事費を除いた額） 
S2：住宅を含む建築物全体の延べ面積 
S3：補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計 
E：エレベーター設備工事費 

ロ イの規定にかかわらず、次に掲げる要件を満たす全面的な改善を行う場合の地域

優良賃貸住宅の整備（既存の住宅等の改良によるものに限る。）に係る加齢対応構造

等整備に係る費用は、次項により算出される全面的な改善に係る費用（共用通行部分

整備に係る費用を除く。）と共用通行部分整備に係る費用の合計額とする。 

⑴ 次に掲げる改善を全て行うものであること。ただし、住宅の存する住棟について

安全性が確保されている場合には、(一)に掲げる改善を行えば足りる。 
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(一) 躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸部分

（バルコニー部分を含む。）の改善で、居住性向上を目的とした設備等の改善及

び高齢者の利用に供するための設備等の改善を行うもの 

(二) 安全性を確保するための改善（耐震改修及び外壁の防災安全性改修を含む。） 

⑵ 原則として、住棟の共用部分及び当該住棟周囲の屋外・外構部分について高齢者

の利用に供するための改善（地上階３階以上にある住宅について全面的な改善を

行う場合で、当該住宅の存する住棟にエレベーターが設置されていない場合にあ

っては、エレベーターの設置を含む。）を併せて行うものであること 

⑶ 地域優良賃貸住宅（公社改良）（改良後の住宅について概ね 30 年以上引き続き管

理されるものに限る。）にあっては、住棟単位又は団地単位で改善（当該住宅の存

する住棟又は団地内の他の住宅の住戸部分については、管理期間に応じた適切な

居住水準とするために必要な改善）を行うものであること（おおむね 10年以内の

期間で、段階的に実施されるものを含む。） 

ハ ロの全面的な改善に係る費用は、一の地域優良賃貸住宅に係る改善工事（バルコニ

ー部分の工事を含む。）に要する費用の総額から一戸当たり 500 千円（従前居住者か

らの退去時の徴収額が一戸あたり 500 千円を上回る場合は、当該額）を除いた額とす

る。ただし、次に掲げる区分に従い、それぞれに掲げる式により算出される額を限度

とする。 

⑴ 地域優良賃貸住宅（公社改良）（改良後の住宅について概ね 30 年以上引き続き管

理されるものに限る。） 

 A＝3,750+1,250×M／40 
A：戸当たり工事費単価（単位：千円／戸）（以下、同じ。） 
M：地域優良賃貸住宅の平均住戸専用面積（単位：㎡） 

⑵ その他の地域優良賃貸住宅 
A＝3,750 

三 調査設計計画に係る費用 第４条第１項第四号に掲げる額とする。 

 
（地域優良賃貸住宅活用予定住宅の改良に係る対象額） 

第７条 第３条第１項表中地域優良賃貸住宅活用予定住宅の改良に係る対象額は、用途の

変更を伴わない場合にあっては、住宅等の改良に係る費用のうち、地方公共団体が公社等

に対し補助する額（次の各号に掲げる費用を合計した額を限度とする。）とする。 
一 共同施設等整備に係る費用 前条第１号に掲げる額 
二 加齢対応構造等整備に係る費用 前条第２号に掲げる額 
三 調査設計計画に係る費用 前条第３号に掲げる額 
四 特定改良工事に係る費用 次のイ及びロに掲げる費用を合計した額（以下「特定改良

工事に係る費用」という。）のうち、地方公共団体が地方住宅供給公社に対し補助する
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額（その額が特定改良工事に係る費用の３分の２に相当する額を超える場合において

は、当該３分の２に相当する額）とする。 
イ  エレベーターの設置に要する費用 
    エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール（ただし、個別の住宅に専用的

又は閉鎖的に使用されるものを除く。）の整備並びにこれらに付随して行う住宅の共

用部分の段差の解消及び手すりの設置等に要する費用 
ロ  耐震改修に要する費用 

 
（高齢者居住安定確保計画策定事業に係る対象額） 

第８条 高齢者居住安定確保計画策定事業に係る対象額は、高齢者居住安定確保計画策定

事業に要する費用の額とする。 
 
（周辺環境整備事業に係る対象額） 

第９条 周辺環境整備事業に係る対象額は、地方公共団体が整備を行う場合は周辺環境整

備（地方公共団体のまちづくり条例や防災まちづくり計画等に基づいて定められた整備

対象地域におけるものであって当該区域から最寄りの保育施設、幼稚園、小学校、広場、

公園、バス停、駅等に至る経路上におけるものに限る。以下同じ。）に要する費用とし、

民間事業者、公社等が整備を行う場合は周辺環境整備に要する費用の３分の２とする。 
２ 周辺環境整備事業の対象は、概ね 300 戸以上又は概ね５ha 以上の区域において５戸以

上の地域優良賃貸住宅（子育て支援タイプ）の供給が行われる場合に限る。 
 
附 則 

本要綱は、地域優良賃貸住宅制度要綱（平成 19 年３月 28 日付け国住備第 160 号）の施

行の日から施行する。 

２ 前項の施行の日までに、供給計画の認定を受けた特定優良賃貸住宅等及び高齢者向け

優良賃貸住宅等並びに事業に着手した特定優良賃貸住宅等及び高齢者向け優良賃貸住宅

等については、平成 19 年３月 28 日付け国住備第 160 号住宅局長通知により廃止される

前の特定優良賃貸住宅等整備事業対象要綱（平成 17 年８月１日国住備第 38 号住宅局長

通知）及び高齢者向け優良賃貸住宅等整備事業対象要綱（平成 17年８月１日国住備第 38-

2 号住宅局長通知）の適用を受けることができる。 

 
附 則 

この要綱は平成 20年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 21年４月１日から適用する。 
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附 則 

この要綱は平成 22年４月１日から適用する。 

 
附 則 

この要綱は平成 23年４月１日から適用する。 
２ 改正前の要綱における地域優良賃貸住宅（高齢者型）のうち、住宅局長が別に定める日

までに供給計画の認定を受けた住宅及び事業に着手した住宅（高齢者向け優良賃貸住宅

等と読み替えて認定を受けたものを含む。）については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は平成 23年５月２日から適用する。 

 

附 則 

第１条 この要綱は平成 23 年 10 月 20 日から適用する。 

第２条 平成 23 年３月 30 日付け国住備第 191 号の附則第２項において規定する住宅局長

が別に定める日は、平成 23 年 10 月 20 日とする。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、平成 24年４月６日から施行する。 

第２条 平成 24 年度にあっては、岩手県、宮城県及び福島県の区域内における本要綱にお

いて対象とする事業に係る限度額については、平成 23年 11 月 21 日付け国住備第 184 号に

係る規定によるものとする。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

第２条 平成 25 年度にあっては、岩手県、宮城県及び福島県の区域内における本要綱に

おいて対象とする事業に係る限度額については、平成 23 年 11 月 21 日付け国住備第 184

号に係る規定によるものとする。 

 

附 則 

この要綱は平成 25年５月 15日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 26年２月６日から適用する。 
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附 則 

この要綱は平成 26年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 27年４月９日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 28年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 29年４月１日から適用する。 

 

附 則 

第１条 この要綱は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部

を改正する法律（以下「改正住宅セーフティネット法」という。）の公布日から適用す

る。 

第２条 改正前の要綱における地域優良賃貸住宅（民間改良型）及び地域優良賃貸住宅

（民間転用型）にあっては、第１条に定める日までに供給計画の認定を受けた住宅及び

事業に着手した住宅については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は平成 30年４月２日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 31年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 31年 10 月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成 31年 10 月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は令和２年４月１日から適用する。 

 
附 則 
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この要綱は令和３年４月１日から施行する。 
 

附 則 
第１条 この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

第２条 令和３年度末までに調査設計に着手する場合は、本要綱第３条第６項の規定を適

用しないものとする。 
 

附 則 

第１条 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

第２条 令和４年度末までに調査設計に着手する場合は、本要綱第３条第６項第二号の規

定を適用しないものとする。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

第２条 令和５年度末までに調査設計に着手する場合は、本要綱第３条第６項第一号及び

第４条第３項の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

第２条 令和６年度末までに調査設計に着手している事業については、なお従前の例によ

ることができる。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、令和７年 12月 16 日から適用する。 

第２条 この要綱の適用の際、現に改正前の要綱に基づき着手している事業については、な

お従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和８年４月７日から適用する。 

（経過措置） 

第２条 この要綱の適用の際、現に改正前の要綱に基づき着手している事業における本要

綱第３条及び第４条の規定の適用については、なお従前の例による。 


